
「おひとりさま」あんしんサポート事業説明 

 

【事業概要】 

  意思決定が可能な身寄りのない高齢者の相談を受け、住宅入居、入院、施設入所等の際の身元  

保証及び日常の財産管理、葬儀、相続、財産の処分等、死後の事務といった様々な問題についての

相談を受けるとともに、任意後見制度及び関連する諸制度が適切にかつ安心して利用されるために

必要な措置を講ずることにより自立した高齢者が抱える様々な不安を解消するもの 

 

【窓口設置】  長野市大字鶴賀緑町１７１４番地５ 長野市成年後見支援センターに併設 

 

【運営主体】  社会福祉法人 長野市社会福祉協議会 

 

【実施体制】 (1)窓口開設時間 月曜日から金曜日（祝日を除く）午前８時 30 分～午後５時 15 分 

        (2)人員体制 統括相談支援員（有資格経験者）１名、相談支援員 １名 

 

【事業予算】  12,948 千円（業務委託） 

 

【法定後見・任意後見等制度による高齢者支援の全体イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｒ３年度スケジュール（案）】 

おひとりさま相談窓口 成年後⾒⽀援センター 

「意思決定が可能」な身寄りのない高齢者等 

任意後⾒⼈選定⽀援 
（財産管理委任・死後事務委任） 

財産が一定以上 財産が一定以下 

認知症等で「意思決定が困難」な高齢者等 

成年後⾒⼈（法定後⾒）選定⽀援 

後⾒・補佐・補助 のいずれかによる⽀援 

⺠間⽀援団体（弁護⼠・
司法書⼠）等による任意
後⾒、財産管理/死後事
務委任 

契約成⽴⼿数料 

市社協による任意後⾒、
財産管理、死後事務委
任による⽀援 

①生前中の身元引受、⽀払保証、入退院等対応 
②財産管理、相続の整理（遺⾔状の作成含む） 
③⼈生会議の開催 
④死後事務（葬儀、納⾻、不動産・家財の処分等） 

新 設 補助 ⇒ 委託 

市社協の 
単独事業 

有料 

期 
間 

準 
備 
／ 
周 
知 

窓 
口 
開 
設 

▼4 月 ▼7 月 ▼10 月 ▼1 月 ▼4 月 
R3 年 R4 年 

要綱・事務要領等作成 

継続的に広報・周知 
パンフレットの作製 

関係機関・団体へ周知 

相談窓口開設 制度調査・研究 ／ 窓口開設準備 

財産管理委任契約／死後事務委任契約／ 
任意後⾒契約 サービス提供 窓口開設から 2 か月程度 

事業要綱施⾏ 
（10/1）  

無料 併 設 

資料５ 


